
※保育の必要性の認定を受けていない場合、まず、五島市に申請が必要です。

※手続の詳細については、五島市にご確認ください。

ファミリーサポートセンター利用の場合

（２号・３号認定を受けている方は対象外）

問い合わせ先：五島市福祉保健部こども未来課子育て支援班

TEL：０９５９－７４－５８３１


